
 

 

                             

平成 20 年 11 月５日 

各      位 

会 社 名 株 式 会 社 Ｍ Ｃ Ｊ

代表者名 代表取締役社長兼会長 髙島 勇二

 （東証マザーズ コード番号：6670）

問合せ先 上席執行役員 経営企画室長 廣田 重徳

          （電話番号 03-6891-0057）

 

 

 

当社子会社における債権の取立不能のおそれに関するお知らせ 

 

 

当社の連結子会社である株式会社エムヴイケー、株式会社シネックス、および株式会社ユニティの取引

先である九十九電機株式会社が、平成20年10月30日付で東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを

おこなったことに伴い、下記のとおり、同社に対する債権について取立不能または取立遅延のおそれが生

じましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 当該取引先の概要 

(1) 商   号 九十九電機株式会社 

(2) 所 在 地 東京都千代田区外神田３－２－14 

(3) 代表者の氏名 鈴木 淳一 

(4) 資本の額 1,521,500千円 

(5) 事業の内容 パソコン等、情報・通信機器および関連機器の小売業 

 

２． 当該取引先に対する債権の種類および金額 

(1) 売掛債権 389百万円（平成20年11月５日現在） 

(2) 純資産に対する割合 最近事業年度の末日（平成20年３月31日）の当社連結純資産 

 （186億23百万円）に対する割合2.0％ 

 

３．当該事実が当社連結業績に及ぼす影響 

   当該債権につきましては、回収可能と見込まれるものを除いた債権額に対し、平成21年３月期第２

四半期（平成20年９月中間期）において必要な引当処理等を実施します。 

   なお、公表しております平成21年３月期第２四半期累計期間および通期の連結業績予想につきまし

ては、本日同時に公表いたしました「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照願

います。 

 

以上 


